
Ⅰ 目標に向けた取組の進捗に関する評価

ⅰ）＋ⅱ）の平均値　 　　（4.6＋4.4）／2＝4.5 4.5

ⅰ）取組の進捗

目標値に対する実績に基づく進捗度（当年度実績）

番号

1

2

3

4

5

4.6

ⅱ）取組の方向性に対する評価

専門家による評価の平均値 4.4

5

・１つの評価指標に複数の数値目標がある場合は、各数値目標の評価を寄与度に応じて加重平均する。
　（例）評価指標１について、a、b、cという３つの数値目標があり、各数値目標の評点・寄与度がa：5･20%、b：4･10%、
　　　　c：3･70%の場合、5×0.2＋4×0.1＋3×0.7＝3.5で、四捨五入して評価指標１の評価は「４」となる。

評価指標毎の進捗の評価の平均値 （5×3＋4×2＋3×0＋2×0＋1×0）／5＝4.6

活動指標（２）里山放牧面積

まちづくり活動に参画する市民の割合 95% 4

活動指標（１）木材生産量 131% 5

新たな雇用者数 174% 5
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84% 4

活動資料（３）コミュニティビジネス売上高 105%

総合特別区域の進捗に係る事後評価［観光立国・地域活性化（農林水産業）分野］

たたらの里山再生特区［指定：平成23年12月、認定：平成24年7月］

評価指標 進捗度 評点

正

準

平成27年度



Ⅱ 支援措置の活用と地域独自の取組の状況に関する評価

ⅰ）、ⅱ）、ⅲ）の平均値 　　（3.0＋2.5＋3.5）／3＝3.0 3.0

専門家による評価の平均値 3.0

専門家による評価の平均値 2.5

専門家による評価の平均値 3.5

Ⅲ 取組全体にわたる事業の進捗と政策課題の解決に関する評価

（専門家所見（主なもの）） 4.3

専門家による評価（専門家の総合的な所見）の平均値 4.3

Ⅰ、Ⅱ及びⅢを１：１：２の比率で計算 (4.5＋3.0＋4.3×2)／4＝4.0

（注）評価に係る評点及び表記の考え方については以下のとおり。
・評価は５～１（評点）で行う。
・進捗度は、100%以上を５、80%以上100%未満を４、60%以上80%未満を３、40%以上60%未満を２、40%未
満を１とする。
・進捗度以外の評価項目における評点は、５：著しく優れている、４：十分に優れている、３：適当であ
る、２：適当であると認めるには不十分である、１：適当であると認められないとする。

・各事業の意図・目的が明確であり事業間の連携がとれていて、成果が着実に上がっている。特に新たな雇用者
数は、事業開始以来、目標値を順調に大幅に超えて増加していることは高く評価できる。

・スパイスプロジェクト・スイーツの杜プロジェクト等の６次産業化事業について、日本遺産認定を目指す（※）たた
ら史跡を活かしたブランディングと相乗効果をもつような取組を目指していただきたい。
　※平成28年４月25日付けで日本遺産認定

・小規模多機能自治組織によるコミュニティビジネスが雇用創出効果につながっていないのは残念だが、６次産
業化事業とも併せてみれば、地域の仕事づくりにつながっていると評価できる。

・評価指標（２）（まちづくり活動に参画する市民の割合）については、そもそも参画の度合いが不明瞭な計測方法
であるように思われる。参加者の参加の継続度や取組の度合等、取組の密度を継続して把握できるものにされた
い。

総合評価

4.0

ⅰ） 規制の特例措置を活用した事業等の評価

■国との協議の結果、現時点で実施可能なことが明らかになった措置による事業
（事項）
　・農地法第３条第２項の農地取得に係る下限面積要件の緩和
（概要）
　・国との協議の結果、農地取得時の下限面積を10ａ未満に設定することができる要件が明らかになったことを受け、平成

 24年11月20日の雲南市農業委員会総会において、空き家付きの農地については、下限面積を１ａに引き下げることが
    決定された。平成27年度末までの空き家付き農地の取得（契約）件数は計11件。
（規制所管府省（農林水産省）の評価（参考意見））
　・下限面積の引下げによるＵ・Ｉターン者の定住及び農業参入を図る取組が進められたことは、協議結果を踏まえた

 成果と考えられるところ。引き続き、農地を含めた里山再生の実現に向けてＵ・Ｉターン者の定住及び農業参入を進め
    ていただきたい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

ⅱ） 財政・税制・金融支援の活用実績の評価

ⅲ） 地域独自の取組の状況の評価




